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当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
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１１１１．．．．施設経営法人施設経営法人施設経営法人施設経営法人 

（１） 法 人 名  社会福祉法人 横浜鶴声会 

（２） 法人所在地  神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷２丁目１５番１８号 

（３） 電 話 番 号   ０４５－ ５８３ ― １８３３ 

（４） 代表者氏名  理事長  晝 間  勝 

（５） 設 立 年 月   昭和 ５７年 ３月 ２９日（西暦 1982 年） 

 

 

２２２２．．．．ごごごご利用施設利用施設利用施設利用施設    

（１） 施 設 の 種 類  指定介護老人福祉施設・平成１２年４月１日指定 

神奈川県 １４７０１０００５６号 

（２） 施 設 の 目 的 老人福祉法第 20 条の 5 に定める特別養護老人ホームで、介護保険

法第 86 条に基づき指定された介護老人福祉施設です。 

要介護 1 から 5 の認定を受けた方で、自宅での介護を受ける事の 

出来ない高齢者が入所し、日常生活に必要なサービスを行うことを 

目的とした施設です。 

（３） 施 設 の 名 称  特別養護老人ホーム やまゆりホーム 

（４） 施設の所在地  神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷２丁目１５番１８号 

（５） 電 話 番 号  ０４５－ ５８３ － １８３３ 

（６） 管 理 者 氏 名  施設長  晝 間  勝 

（７） 施設運営方針 生活の場として平穏で楽しい余生が送れるよう、役職員一同奉仕の

精神に徹します。 

（８） 開 設 年 月  昭和 ５８年 １月 １日（西暦 1983 年） 

（９） 入 所 定 員  ８０ 人   （ 短期入所 １０人 ） 

３３３３．．．．居室居室居室居室のののの概要概要概要概要    

（１） 居室等の概要 

  当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則として４

人部屋です。居室の場所は、本人の身体上の状況等により事業者側で指定させて頂き

ます。そのため、入所後も、居室変更することがあります。 

居室・設備の種類 室 数 備    考 

個室（1 人部屋）  ４ 室  

2 人 部 屋  ０ 室  

4 人 部 屋  ２０ 室  

合  計 ２４ 室  

食   堂 ３ 室  

機 能 訓 練 室  １ 室 [主な設置機器]ＮＹＹ式肩関節輪転運動器、歩行訓練用平行支持台等 

浴   室 ３ 室 一般浴室２室、特殊浴槽１室 

医 務 室 １ 室  

※ 上記は、厚生省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられ

ている施設・設備です。 
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☆ 居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状

況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を

変更する場合があります。その際には、ご契約者やご家族等と協議の上、決定する

ものとします。 

 

（２） 利用に当たって別途利用料金をご負担いただく施設・設備 

※ 現在、該当する施設・設備は有りません。ご利用中に必要な事案が出ましたら別

途ご連絡致します。 

 

４４４４．．．．職員職員職員職員のののの配置状況配置状況配置状況配置状況    

当施設では、ご契約者に対して指定サービスを提供する職員として、以下の職種の職員

を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職      種 常勤換算 指定基準 

１． 施設長（管理者） １ １ 名 

２． 介 護 職 員 ２７ ２７ 名 

３． 生 活 相 談 員 １ １ 名 

４． 看 護 職 員 ４ ４ 名 

５． 機能訓練指導員 １ １ 名 

６． 介護支援専門員 １ １ 名 

７． 医 師 （嘱託医） １ 必要数 

８． （管理）栄養士 １ １ 名 

※ 常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職

員の所定勤務時間数（週３７．５時間）で除した数です。 

 

<主な職種の勤務体制> 

職   種 勤 務 体 制 

１．医  師 毎週水曜日 午後  

２．介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早 番： ７：４５～１６：１５  ２名 

中早番： ８：００～１６：３０  ３名 

日 勤： ９：００～１７：３０  ２名 

中遅番：１０：００～１８：３０  ２名 

遅 番：１１：００～１９：３０  ４名 

夜 勤：１７：００～ ９：３０  ４名 

３．看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早 番： ８：３０～１７：３０  １名 

日 勤： ９：００～１７：３０  １名 

遅 番：１０：００～１８：３０   ２名 

４・機能訓練指導員   

☆ 土日は上記と異なります。状況により変更があります。 
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５５５５．．．．当施設当施設当施設当施設がががが提供提供提供提供するするするするサービスサービスサービスサービスとととと利用料金利用料金利用料金利用料金    

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。当施設が提供するサー

ビスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）当施設が提供する基準介護サービス（契約書第３条参照） 

以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常９割が介護保険から給付されます。 

 

 <サービスの概要>   

① 居室の提供：多床室[４人部屋] 

（お部屋は、状況により随時変更することがありますのでご了承下さい。） 

② 食  事 

当施設では、栄養士・管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体

の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。ご契約者の自立支援のため離床して食

堂にて食事を摂って頂くことを原則としています。 

（食事時間） 

朝 食  ８：００～ ８：３０ 

昼 食 １２：００～１３：００ 

夕 食 １８：００～１９：００ 

③ 入  浴 

入浴又は清拭を週２回行います。 

寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することが出来ます。 

④ 排  泄 

排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑤ 機能訓練   

機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必

要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑥ 健康管理 

• 日常の生活に於いては、(嘱託）医師や看護職員が、健康管理を行います。 

• 体調の変化及び不審が生じた場合は、病院受診を致します。 

• 体調に急変が有った場合には、救急車を要請することが有ります。 

• 病院受診を要する状態になった時は、ご家族様にご連絡しますので、出来る限り

病院にお出で下さる様にお願いします。 

• 入所前からの受診継続･定期健診等は、ご家族様の対応にてお願い致します。 

⑦ その他自立への支援 

• 寝たきり防止のため、出来るかぎり離床に配慮します。 

• 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

• 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。    
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<<<<    サービスサービスサービスサービス利用料金利用料金利用料金利用料金（（（（３０３０３０３０日日日日あたりあたりあたりあたり））））    >>>>（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第５５５５条参照条参照条参照条参照））））    

次頁の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付費額を除いた金額（自己負担額）と食事・居室に係る合計金額をお支払い下さい。（サ

ービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

■(３０日当たり）料金表 

  

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．サ－ビス利用料金 １９９，２０６円 ２２１，０２３円 ２４３，４７４円 ２６５，２９１円 ２８６，７９３円 

２．介護保険から給付される金額 １７９，２８５円 １９８，９２０円 ２１９，１２６円 ２３８，７６１円 ２５８，１１３円 

３．サ－ビス利用に係る自己負担額 

（１－２） 

１９，９２１円 ２２，１０３円 ２４，３４８円 ２６，５３０円 ２８，６８０円 

４．居住費（３２０円/日） ９，６００円 

５．食費（１，３８０円/日） ４１，４００円 

６．自己負担額合計（３＋４＋５） ７０，９２１円 ７３，１０３円 ７５，３４８円 ７７，５３０円 ７９，６８０円 

７．減免の額 所得に応じて減免措置を講じます。 

※ 別途加算あり。（金額については別紙の料金表に記載） 

 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一

旦お支払い頂きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険

から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請

を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の

負担額を変更します。 

 

☆ 食事と居室に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に

記載している負担限度額とします。 

 

☆ ご契約者が、短期入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく１日あたりの利用

料金は、下記の通りです。（契約書第１８条、第２１条参照） 

 

１．サービス利用料金   ２，５９２円 

２．うち、介護保険から給付される金額 ２，３３２円 

３．自己負担額（１－２） ２６０円 

 

☆ 施設で定めた減免規定に従います。詳細はご相談下さい。 
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預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者（実務は事務担当者

へ委譲)へ提出して頂きます。保管管理者は、上記届け出の内容に従い、預金の入出金を行いま

す。保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しを四半期ごとにご契約者へ交付

します。この取扱いについては小口現金も含みます。預金の入出金の受付については週１回以内、

小口現金については１日１回以内とし、相談員の勤務時間内の取扱いとします。 

管理料金管理料金管理料金管理料金：：：：１１１１かかかか月当月当月当月当たりたりたりたり５００５００５００５００円円円円 

（（（（２２２２）（）（）（）（１１１１））））以外以外以外以外ののののサービスサービスサービスサービス（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第４４４４条条条条、、、、第第第第５５５５条参照条参照条参照条参照）＊）＊）＊）＊    

  以下のサービスについては、有料となります。 

<<<<    有料有料有料有料サービスサービスサービスサービスのののの概要概要概要概要とととと利用料金利用料金利用料金利用料金    >>>>        

① 特別な食事（酒、その他の嗜好品を含みます。） 

ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。利用料金：要した費用の実費  

 

② 理髪サービス 

月に 1～２回、理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃等）をご利用頂けます。 

利用料金： 1 回あたり  １，５００～２，０００円 

 

③ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用をご負担頂きます。（例：

衣類、本、本人希望の商品、本人の趣味に関する諸費用、医療費・薬代など） 

※ おむつ代、洗濯代は介護保険給付対象となっています。 

≪≪≪≪貴貴貴貴    重重重重    品品品品    のののの    管管管管    理理理理≫≫≫≫    

ごごごご契約者契約者契約者契約者のののの希望希望希望希望によりによりによりにより、、、、貴重品管理貴重品管理貴重品管理貴重品管理サービスサービスサービスサービスをごをごをごをご利用頂利用頂利用頂利用頂けますけますけますけます。。。。詳細詳細詳細詳細はははは、、、、以下以下以下以下のののの通通通通りですりですりですりです。。。。別別別別

途途途途にににに同意書同意書同意書同意書（（（（預預預預かりかりかりかり書書書書））））をををを取交取交取交取交わしわしわしわし致致致致しますしますしますします。。。。    

管理する金銭の形態： 施設の指定する金融機関に預け入れている預金と日常

的に使用する小口現金(5 万円程までお預かり出来ます) 

施設の指定する金融機関：当施設で金銭管理を行う場合は、横浜信用金庫 駒岡支

店に当施設の方で口座を開設させていただきます。 

お 預 か り す る も の ：上記 預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、

年金証書小口現金・保険証類 

保  管  管  理  者 ： 施 設 長 

出  納  方  法 ： 手続きの概要は以下の通りです。 

 

④ レクリエーション、クラブﾞ活動他 

ご契約者の希望によりレクリエーションやｸﾗﾌﾞ活動に参加して頂く事が出来ます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

ⅰⅰⅰⅰ))))主主主主なななな行事予定行事予定行事予定行事予定        別紙行事予定表による。 

ⅱⅱⅱⅱ））））ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙活動活動活動活動            

書道、民謡、手工芸、唱歌、他 

ⅲⅲⅲⅲ））））絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙ボランティアボランティアボランティアボランティア    

ボランティアが、絵手紙を入所者の方に送っています。 
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⑤ サービス提供記録の閲覧と複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録を閲覧できますが、複写物を必要とする

場合には実費をご負担いただきます。 

1 枚につき ５０円 但し、他の利用者のプライバシーにかかわる閲覧、複写はお

断りします。 

 

⑥ 医療機関への送迎交通費（遠距離送迎） 

入所以前の既往症受診のため指定された医療機関へ送迎する場合で、遠距離に及ぶ 

場合は、実費相当の送迎費を頂きます。 

（鶴見区域からの超過距離が対象）目安；民間介護タクシーの料金の半額 

 

⑦ 契約書第１９条に定める所定の料金 

ご契約者が、契約終了後も居室を空ける事が出来ない事情が発生した場合には、本

来の契約終了日から現実に居室が空け渡された日までの期間に係る料金をお支払

い下さい。 

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

料 金 9,000 円 9,700 円 10,500 円 11,000 円 12,000 円 

※ ご契約者が、要介護認定で自立又は要支援と判定された場合 8,500 円      （1 日あたり） 

    

（（（（３３３３））））利用料金利用料金利用料金利用料金のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第５５５５条参照条参照条参照条参照））））    

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求します。翌月の指定

日に自動引落し致します。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、

利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

金融機関口座からの自動引き落とし日：毎月毎月毎月毎月２７２７２７２７日日日日    

ご 利 用 で き る 金 融 機 関 ： 横浜信用金庫横浜信用金庫横浜信用金庫横浜信用金庫、、、、郵便局郵便局郵便局郵便局、、、、そのそのそのその他都市銀行他都市銀行他都市銀行他都市銀行    

 

（（（（４４４４））））入所中入所中入所中入所中のののの医療医療医療医療のののの提供提供提供提供についてについてについてについて    

特別養護老人ホームは、医療施設では無く福祉施設です。医療を必要とする場合は、

下記嘱託叉は協力医療機関において診療や入院治療を受けることが出来ます。（但し、

下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではなく、診療・入院治療

を義務づけるものでもありません。） 

   ① 協力医療機関 

医療機関の名称 平 和 病 院 

所  在  地 横浜市鶴見区東寺尾中台２１－１ 

診  療  科 内科･外科･整形外科・その他 

   ② 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 イワゼデンタルクリニック 

所  在  地 横浜市鶴見区駒岡３－２０－４ 
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③ 嘱 託 医 

医療機関の名称 かとうクリニック 

所  在  地 横浜市港北区樽町３－６－３８ りりあタウン２Ｆ 

診  療  科 内   科 

     尚、入所前からの、既往症治療を継続されている場合は、受診医療機関名を

事前にご連絡下さい。 

    

６６６６．．．．施設施設施設施設をををを退所退所退所退所していただくしていただくしていただくしていただく場合場合場合場合（（（（契約契約契約契約のののの終了終了終了終了についてについてについてについて））））    

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のよ

うな事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのよう

な事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所して

いただくことになります。（契約書第１３条参照） 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

（但し、ご契約者が平成 12 年 3 月 31 日以前からホームに入所している方にも、

本号は適用されます。） 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを 

閉鎖した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能 

になった場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

    

（（（（１１１１））））    ごごごご契約者契約者契約者契約者からのからのからのからの退所退所退所退所のののの申申申申しししし出出出出（（（（中途解約中途解約中途解約中途解約・・・・契約解除契約解除契約解除契約解除）（）（）（）（契約書第契約書第契約書第契約書第１４１４１４１４条条条条、、、、第第第第１５１５１５１５

条参照条参照条参照条参照））））    

契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設の退所を申し出ることが出来ます。 

その場合には、退所を希望する日の 14 日前までに解約届出書をご提出下さい。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福

祉施設サービスを実施しない場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合 

⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷

つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

但し、以下の場合は、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することが出来ます。 
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（（（（２２２２））））事業者事業者事業者事業者からのからのからのからの申申申申しししし出出出出によりによりによりにより退所退所退所退所していただくしていただくしていただくしていただく場合場合場合場合((((契約解除契約解除契約解除契約解除)()()()(契約書第契約書第契約書第契約書第 16161616 条参照条参照条参照条参照))))    

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ ご契約者が連続して 3 か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれ

る場合もしくは入院した場合 

⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設

に入院した場合 

    

＊＊＊＊    契約者契約者契約者契約者がががが病院等病院等病院等病院等にににに入入入入院院院院されたされたされたされた場合場合場合場合のののの対応対応対応対応についてについてについてについて＊＊＊＊((((契約書第契約書第契約書第契約書第１８１８１８１８条参照条参照条参照条参照））））    

当施設に入所中、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。    

①①①①    検査入院等検査入院等検査入院等検査入院等、、、、短期入院短期入院短期入院短期入院のののの場合場合場合場合 

1 ｹ月につき 6 日以内（連続して 7 泊、複数の月にまたがる場合は 12 日）の短期入院

の場合は、退院後再び施設に入所することが出来ます。但し、入院期間中であっても、

所定の利用料金をご負担いただきます。（1 日あたり 260 円） 

②②②②    上記上記上記上記をををを超超超超えるえるえるえる入院入院入院入院のののの場合場合場合場合 

上記短期入院の期間を超える入院については、3 ヶ月以内に退院された場合には、退

院後再び施設に入所することができます。但し、入院時に予定された退院日よりも早く

退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には、併設されている短

期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。 

③③③③    ３３３３ヶヶヶヶ月以内月以内月以内月以内のののの退院退院退院退院がががが見込見込見込見込まれないまれないまれないまれない場合場合場合場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除します。 

但し、療養治癒された後、再度 当施設への入所を希望される場合には、優先的に入所

出来るように配慮いたしますが、医療行為が継続されている状態の場合はこの限りでは

ありません。 
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（（（（３３３３））））円滑円滑円滑円滑なななな退所退所退所退所のためののためののためののための援助援助援助援助（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第１７１７１７１７条参照条参照条参照条参照））））    

○ 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○ 居宅介護支援事業者の紹介 

○ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契

約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以

以下の援助をご契約者に対して速やかに行います。 

※ ご契約者が退所後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助に係る費用とし

て相応する加算額（介護保険から給付される費用の一割）をご負担頂きます。 

 

７７７７．．．．残置物引取人残置物引取人残置物引取人残置物引取人（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第２０２０２０２０条参照条参照条参照条参照））））    

契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。 但し、入所契約が

終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自身が引き取れな

い場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。（契約書第２０条参照） 

当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。また、

引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担頂きます。 

８８８８．．．．苦情苦情苦情苦情のののの受付受付受付受付についてについてについてについて（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第２２２２２２２２条参照条参照条参照条参照））））    

（（（（１１１１））））当施設当施設当施設当施設におけるにおけるにおけるにおける苦情苦情苦情苦情のののの受付受付受付受付    

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 苦情受付窓口（担当者）［職名］ 生活相談員・苦情受付係 

   ○ 受 付 時 間 毎週月曜日～金曜日 １０：００～１６：００ 

            また、苦情受付ボックスを 事務所前に設置しています。 

（（（（２２２２））））行政機関行政機関行政機関行政機関そのそのそのその他苦情受付機関他苦情受付機関他苦情受付機関他苦情受付機関 

横浜市健康福祉局 

  高齢施設課 

 

 

 

    介護保険課 

所在地  横浜市中区港町１丁目１番地 

電話番号 ０４５－６７１－３９２３ 

ＦＡＸ  ０４５－６４１－６４０８ 

受付時間 月曜日から金曜日 ８：４５～１７：１５ 

 

電話番号 ０４５－６８１－１５６７ 

ＦＡＸ  ０４５－６８１－７７８９ 

受付時間 月曜日から金曜日 ８：４５～１７：１５ 

神奈川県国民健康保険

団体連合会 

 

サービス内容に 

関する相談･苦情 

所在地  横浜市神奈川区青木町９－１ 

電話番号 ０４５－３２９－３４４７(代) 

 

電話番号 ０５７０－０２２１１０ 

ＦＡＸ  ０５７０－０３３１１０ 

受付時間 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００ 

神奈川県高齢福祉課 

介護保険指導班 

 

所在地  横浜市中区日本大通１ 

電話番号 ０４５－２１０－４８４０ 

ＦＡＸ  ０４５－２１０－８８７４ 

受付時間 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００ 
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平成  年  月  日 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

 

指定介護老人福祉施設 やまゆりホーム 

説明者職名：事務長  氏名 須賀建一朗   印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の交付・説明を受け、指定介護福祉施設サー

ビスの提供開始に同意しました。    

 

 

利 用 者 住 所                            

 

氏 名              印 

 

身元引受人住所                             

 

氏 名              印 

 (続柄・他          ) 

 

立 会 人 住 所                             

 

氏 名              印 

 (続柄・他          ) 
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＜＜＜＜重要事項説明書付属文書重要事項説明書付属文書重要事項説明書付属文書重要事項説明書付属文書＞＞＞＞    

１１１１．．．．施設施設施設施設のののの概要概要概要概要    

（（（（１１１１））））建物建物建物建物のののの構造構造構造構造       鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 ３階、地下 １階 

（（（（２２２２））））建物建物建物建物のののの延延延延べべべべ床面積床面積床面積床面積    ３，３２９．２３ ㎡ 

（（（（３３３３））））併設事業併設事業併設事業併設事業    

   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

[短期入所生活介護] 平成１２年３月１日指定 神奈川県1470100056 号 定員１０名 

[通 所 介 護 ] 平成１２年３月１日指定 神奈川県1470100056 号 定員３５名 

[居宅介護支援事業] 平成１１年９月１日指定 神奈川県1470100056 号 

 

２２２２．．．．職員職員職員職員のののの配置状況配置状況配置状況配置状況とととと職種職種職種職種    

職種 業務内容 

介護職員 

ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行い

ます。 

生活相談員    

ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。１名の生

活指導員を配置しています。    

看護職員    

主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、

介助等も行います。４名の看護職員を配置しています。    

機能訓練指導員    

ご契約者の機能訓練を担当します。１名の機能訓練指導員を配置していま

す。    

介護支援専門員    

ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。１名の介

護支援専門員を配置しています。(生活相談員が兼ねる場合もあります。)     

医 師    

ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。１名の嘱託医師

を配置しています。    

        

３３３３．．．．契約締結契約締結契約締結契約締結かかかかららららサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成す

る「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。 

（契約書第２条参照）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

①当施設の施設サービス担当者に施設サービス計画の原案作成やそのために  

必要な調査等の業務を担当させます。  

 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して 

説明し、同意を得たうえで決定します。 

③施設サービス計画は、要介護認定有効期間に１回、もしくはご契約者及びその 

家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要の  

ある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更 

します。  

 

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、  

その内容を確認していただきます。  
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４４４４．．．．サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供におけるにおけるにおけるにおける事業者事業者事業者事業者のののの義務義務義務義務（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第８８８８条条条条、、、、第第第第９９９９条参照条参照条参照条参照））））    

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

① ご契約者の生命、身体、生活環境等の安全･確保に配慮します。 

② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と

連携し、ご契約者から聴取、確認します。 

③ ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要

介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するとと

もに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させます。 

⑤ ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

※ 但し、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急

やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等

を拘束する場合があります。 

⑥ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって

知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に

漏洩しません。〈守秘義務〉 

※ 但し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等

にご契約者の心身等の情報を提供します。 

⑦ また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書

にて、ご契約者の同意を得ます。 

    

５５５５．．．．施設利用施設利用施設利用施設利用のののの留意事項留意事項留意事項留意事項    

当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適

性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（（（（１１１１））））持持持持ちちちち込込込込みのみのみのみの制限制限制限制限＊＊＊＊ 

入所にあたり、他の利用者に迷惑のかかる物や、施設運営に支障をきたす物について

は持込をお断りすることがあります。 

（（（（２２２２））））面面面面        会会会会 

 面会時間   １０：００～１６：００  

※ 来訪者は、受付にある面会票にご記入下さい。また、該当フロアの職員にお声を

かけて下さい。 

※ インフルエンザ等感染症に罹患されていたり、泥酔状態の場合等、利用者に迷惑

のかかる場合はご面会をお断りします。 

なお、来訪される場合、他の利用者に迷惑のかかる物や、施設運営に支障を来

たす物については持込をお断りすることがあります。特に、持参した飲食物等は、

必ず介護担当職員にお渡し下さい。直接 利用者への提供は固くお断りします。 

（（（（３３３３））））外出外出外出外出・・・・外泊外泊外泊外泊（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第 2１１１１条参照条参照条参照条参照）））） 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。但し、外泊については、１ヶ月

につき連続して７泊、複数の月をまたがる場合には連続して１２泊以内とさせていた

だきます。なお、外泊期間中、1 日につき 260 円（介護保険から給付される費用の一

割）をご負担頂きます。 
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（（（（４４４４））））食食食食        事事事事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合に

は、重要事項説明書 ５（１）に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

 

（（（（５５５５））））施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第９９９９条参照条参照条参照条参照）））） 

（ア）居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

（イ）故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を

壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復してい

ただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

（ウ）ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認

められる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることがで

きるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、

十分な配慮を行います。 

（エ）当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動等を行うことは出来ません。 

 

（（（（６６６６））））喫喫喫喫        煙煙煙煙 

  施設内は、原則、全館禁煙です。 

 

（（（（７７７７））））ごごごご家族家族家族家族（（（（またはまたはまたはまたは    身元引受身元引受身元引受身元引受けのけのけのけの方方方方））））にににに遵守遵守遵守遵守してしてしてして頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい事項事項事項事項    

事業者は、ご契約者に対し最善のサービス提供をいたしますが、ご家族も契約者を放

任せず、下記事項について遵守していただきます。 

○ ご契約者が受診のため、医療機関に向かう時には随時ご連絡します。 

当施設の職員が付添いますが、ご家族の方も診療施設へお出で頂くことを原則と

いたします。（医療機関は、受診者の症状･治療方針等については、ご家族様にし

か、ご説明･ご相談されません。この情報を当方にご提供頂く為にご来所は不可

欠です。） 

○ 当ホームで定期的に開催される「サービスケア会議」（ご契約者の介護サービス

の方針をご相談する会）には、ご家族もご出席頂くことを原則とします。 

    

６６６６．．．．損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償についてについてについてについて（（（（契約書第契約書第契約書第契約書第１０１０１０１０条条条条、、、、第第第第１１１１１１１１条参照条参照条参照条参照））））    

当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速

やかにその損害を賠償い致します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

但し、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご

契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償

責任を減じる場合があります。 

尚、損害賠償責任の負担割合等については、当事業所と契約した損害保険会社の裁定

に準じます。又、地震・天災等の不可抗力の事態による損害は、この限りではありませ

ん。 

 

以上 


